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1. 職場改善 悩ましいハラスメントの境界線 

業務時間外に LINE で連絡する、肩を叩いて励ますなどの行為は、職場のハラスメントに当たるのでしょうか。ハラス
メントになるかどうかの境界線について、悩む企業も多いと思います。本稿では、最新の調査結果を参考に、ハラスメン
トの代表格であるパワーハラスメント（パワハラ）とセクシュアルハラスメント（セクハラ）について、基本的な考え方
やハラスメント回避のヒントをお伝えします。 
 

 
業務時間外の LINE での連絡 28.6 ％ 飲み会への参加要請 22.5 ％ 

肩を叩く 26.6 ％ 休暇取得の理由を尋ねる 19.3 ％ 

「若いから体力がある」という発言 25.4 ％ 残業や休日出勤が当たり前 15.4 ％ 

下の名前での呼び捨て 25.4 ％ 個人の外見に関するコメント 15.2 ％ 

髪型や服装への指摘 23.3 ％ 業務上の指導での怒号 15.0 ％ 

※回答割合は「当てはまる」「やや当てはまる」の合計です。 
※MENTAGRAPH 株式会社 「ハラスメントの基準」に関する調査結果より 

 
１．グレーゾーン行為に注意  

先端機器によるストレスの可視化に取り組む
MENTAGRAPH株式会社（本社:東京都中央区）は今
年9月、「ハラスメントの基準」に関する調査結果を公
表しました。 
 

 
 調査は昨年12月、全国の22～65歳の管理職と非管
理職各900人、計1,800人を対象に実施。「ハラスメ
ントの基準に関して当てはまるものを選択してくださ
い」という質問では、次のような回答が出ました。 
 
 

 
同社では、「身体的接触や属性・外見への言及、私

的時間への侵入といった“グレーになりやすい行為”」
が並んでいると指摘しています。 

また「肩を叩く」「『若いから体力がある』という発
言」「髪型・服装への指摘」「業務時間外のLINEでの
連絡」「下の名前での呼び捨て」については、非管理
職のほうが管理職よりも「ハラスメントに当てはま
る」と答えた割合が7.3～3.9ポイントも高く、大きな
ギャップがありました。同社は「現場（非管理職）は
リスクとして敏感に捉える一方、管理職は『コミュニ 
 

 
ケーションの一形態』『指導の一環』と捉えがちで線
引きが甘くなりやすい可能性が示唆されています」と
注意を促しています。 
 
2．ハラスメントの基準  

これらの行為について従業員が「ハラスメントだ」
と被害を訴えた場合に、会社は調査をして、ハラスメ
ントに当たるかどうかの判断をしなくてはなりませ
ん。厚生労働省が示している判断の基準について、改
めて確認しておきましょう。 
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行為類型 具体例 

1．身体的な攻撃 暴行・傷害 

2．精神的な攻撃 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言 

3．人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視 

4．過大な要求 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 

5．過小な要求 業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を 
命じることや仕事を与えないこと 

6．個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること 
※厚生労働省サイト「あかるい職場応援団」より 

 

 

仕事に人工知能（AI）を活用する職場が増えつつあります。AI は生産性の向上や人手不足の緩和などにつながるた
め、少子高齢化が進む日本では、今後も企業が積極的に導入していくと考えられます。本稿では、独立行政法人労働政
策研究・研修機構が公表した「AI の職場導入による働き方への影響等に関する調査」の結果から、AI と働き方に関する
最新事情をお知らせします。 
 

2. D   X AI 導入による働き方への影響 

 
まずパワハラは、①優越的な関係を背景とした言動

で、②業務上必要かつ相当な範囲を超え、③労働者の
就業環境が害されるもので、３つの要素をすべて満た 
 

 
すケースです。例えば、次のような行為がパワハラに
なります。 
 
 

 
例えば、「ハラスメントの基準」に関する調査結果

のうち、「休暇取得の理由を尋ねる」は、過度に繰り
返し行うと「個の侵害」に当たる可能性があります。
一方、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行
われる適正な業務指示や指導については、パワハラに
は当たりません。 
 セクハラは、「労働者の意に反する性的な言動によ
り、就業環境を害される、または不利益な取扱いを受
けること」をいいます。性的な関係の強要はもちろ
ん、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な
誘いなども含まれます。セクハラかどうかの判断にあ
たっては、個人の受け止め方の違いもあるので、受け
手の主観を重視しつつも一定の客観性が必要です。一
般的には、「平均的な労働者の感じ方」を基準とし
て、ケースバイケースで判断します。 
 また、性的関係を要求され、拒んだら解雇されたと
いったケースを「対価型セクハラ」、上司が女性社員 
の腰、胸などに度々触ったため、女性社員が苦痛を感 
じ就業意欲が低下したといったケースを「環境型セク 
 

 
ハラ」といいます。 
 先の調査結果のうち、「肩を叩く」「髪型や服装への
指摘」などは、その性質によってはセクハラに該当し
かねない行為と言えます。 
 
３．さいごに  
 ハラスメントは、従業員の尊厳を傷つけるだけでな
く、職場の生産性低下や人材流出につながる重大な職
場課題です。さらに、企業として十分な調査や再発防
止措置を講じなかった場合には、法的責任を問われる
可能性もあります。ハラスメントに関する紛争は、労
働局のあっせん・調停を経て、民事訴訟に発展するケ
ースも少なくありません。その場合、使用者責任や債
務不履行責任が問われ、損害賠償請求や、社会的な信
用の低下といった影響が生じるリスクもあります。お
困りの際にはお早めに弊所にご相談ください。また、
厚生労働省の特設サイト「あかるい職場応援団」も大
変参考になるので、ぜひご覧いただくことをお勧めし
ます。 

 
１．残業時間が減少  

調査は、同機構が2024年5～6月、全国の労働者を 
 

 
対象に実施し、22,000人から有効回答を得ました。
22,000人のうち、勤務先の企業でAIが使われている 
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Q & A 
記事の中でちょっと気になる豆知識をご案内。今回は、1 ページ目の「悩ましいハラスメントの境界線」
に関連する豆知識をお伝えします。 

 
 
   

Q． 
社内の実態を把握するため、まずは職場のハラスメントに関するアンケート調査を実
施したいと考えています。実施にあたっての注意点はありますか。 

A． 
厚生労働省の特設サイト「あかるい職場応援団」（https://www.no-harassment.
mhlw.go.jp/）では、アンケートを実施する際の注意点として次の点を挙げています。 

①アンケート調査の目的を明確にし、安心して率直な回答を得られるように工夫する。 
②可能な限り多くの従業員、派遣社員やパートタイム従業員なども対象として実施する。 
③ハラスメントについての知識が乏しい場合が想定されるので、選択式の設問を多くし回答しやすい内容とする。 
④継続して実施して、周知・啓発や教育・研修の効果を把握し、今後の取組み課題を分析する。 
⑤無記名とする、回収方法などで個人が特定できないようにする。 

同サイトでは、アンケートの実施マニュアルやアンケート集計シート、アンケート例のデータなども提供しております。 
こちらもぜひご参照ください。 
  

 
と答えた労働者は2,833人（有効回答数に占める割合
12.9％）。2,833人のうち、自身がAIを利用している 
と答えた労働者は1,854人（同8.4％）でした。この
1,854人に、AIを利用する前後で仕事の質や働き方が
どう変わったかを尋ねたところ、「仕事のパフォーマ
ンス」については、「かなり改善した」「少し改善し
た」が計60.6％で、改善効果が表れています。 

「上司や管理者による従業員へのマネジメントの公
平性」「メンタルヘルスとウェルビーイング（生活満
足度や幸福度等）」「職場における安全性と身体の健
康」の変化については、いずれも「わからない」が4
割強。それでも、「改善した」が「悪化した」よりも
多く、一定の効果が見て取れます。 

「月間の総残業時間」の変化については、「わから
ない」が44.8％でしたが、「減少した」も計28.5％
で、「増加した」を上回りました。 

「年次有給休暇の取得日数」「平均的な賃金総額
（税金と社会保険料を差し引く前の額面）」「職場で上
司・同僚・部下と話す機会」の変化については、「増
加した」が「減少した」を上回ったものの、「わから
ない」が5割前後を占めています。「仕事で新しい事を
学ぶ機会」については、「増加した」が計40.5％に達
し、効果が出ているようです。 
 
2．仕事が失われる不安 
 一方、AI導入に伴う不安もみられました。AIによっ
て今後2年以内に自身の仕事が失われる不安について
尋ねたところ、全有効回答22,000人のうち、「極めて
心配」「かなり心配」「ある程度、心配」「わずかなが
ら心配」が計43.7％、「（2年を超えて）今後10年 
 

 
以内」では計50.7％でした。 

また、今後10年間を見据え、自身の産業分野の賃
金にAIが影響を与えるかについても質問しました。全
有効回答22,000人のうち、「わからない」が
44.6％、「賃金に影響を与えないと思う」が24.1％で
したが、AIは「賃金を減少させると思う」も22.6％
を占め、「賃金を増加させると思う」の8.7％を大幅に
上回っています。 
 さらに、AIの利用に伴い勤務先が訓練の提供や資金
の援助をしてきたかを聞いたところ、勤務先の企業で
AIが使われている労働者2,833人の62.8％が「いい
え」と答えました。企業の支援が十分とは言えないよ
うです。 
 
３．さいごに  
 AIは企業活動に大きなプラス効果を及ぼします。そ
の反面、ChatGPTなどの生成AIについては、機密情
報の誤入力や意図しない情報漏洩などのリスクもあり
ます。セキュリティインシデントが発生してしまう
と、企業に甚大な損害を与えるので、回避しなければ
なりません。 

そのためには、社内規定やガイドラインを定め、生
成AIを利用できる対象従業員、入力可能な情報の範
囲、生成された結果の活用方法などを明確にしておく
必要があります。従業員に学習やリスキリングの機会
を提供することも大切です。 

規定整備と人材育成を進めつつ、運用実態を定期的
に点検する体制づくりが求められます。AIを効果的に
活用できる組織を目指し、まずは自社の現状の見直し
から始めてみてはいかがでしょうか。 
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3. 提  供 『経営に役立つリポート』を無料でご提供いたします! 

弊所がお届けするリポートは、経営に役立つ情報が満載です! 
ビジネスにおける経営戦略、企画・営業、広報、人事管理などのマネジメントに 
関連する情報から、法改正やデジタル化の進展といったビジネストレンドに関する 
情報まで、多岐にわたる内容を取り揃えております。 
以下のリポートの中からご興味のあるテーマがございましたら、弊所あてに 
お気軽にご連絡ください。ご希望のリポートを“無料”にてお届けいたします! 

今月の経営に役立つリポート 
 

リポート番号 タイトル 内容 

＃50201 
（全 10 ページ） 

【外国人雇用】自社が雇用できる外国人労働者は? 
～複雑な区分を解説 

・押さえるべきは「在留資格」 
・身分に基づき在留する者 
・就労目的で在留が認められる者 
・技能実習 
・資格外活動                     等 

＃50202 
（全 8 ページ） 

【外国人雇用】外国人雇用 Q＆A 
～雇用の手順や住居の手続き 

・在留資格を押さえれば、他は基本的に日本人雇用と同じ 
・外国人を雇用する際はどんな手続きが必要? 
・在留資格の確認など採用時の注意点は? 
・外国人を雇用した後の主な注意点は? 

＃50203 
（全 6 ページ） 

2025 年度の最低賃金は 1121 円、 
全都道府県が 1000 円超え! 

・最低賃金の改定で会社の賃金負担はどれだけ重くなる? 
・最低賃金のルール（適用対象者や改定時期）を押さえる 
・今、最低賃金がいくらなのかを押さえる 
・賃金や社会保険料への影響をシミュレートする 

＃50204 
（全 6 ページ） 

お金のやり取りがなくても税金が? 
「みなし贈与」の落とし穴 

・「みなし贈与」とは何か? 
・なぜ会社にとって重要なのか? 
・会社で起こり得る「みなし贈与」の具体的なケース   等 

＃50205 
（全 6 ページ） 

【中小企業のための M＆A】 
M&A で大切な法律の視点。 
会計処理や税金だけではない大切なポイント 

・成功する M&A のために法的な整理も忘れずに 
・株式譲渡を進める際の注意点 
・事業譲渡を進める際の注意点             等 

 

お気軽にご用命ください TEL ＞＞＞ 0422-26-6656 
Mail ＞＞＞ info@kishimoto-sr.jp 

 

貴社名  ご担当者様 
部署・所属 

所在地 〒 

E-mail  Tel  

ご希望のリポート番号  

※ご記入いただきました個人情報は、リポートのご案内およびお届けすることを目的とし、それ以外では利用いたしません。 

 
 
 

お困りのことがございましたらお気軽に弊所までご相談ください。 


